
兵庫県後期高齢者医療広域連合告示第５号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第２４３条の３

第１項及び兵庫県後期高齢者医療広域連合の財政状況の作成及び公表に関する条例（平成１

９年条例第２２号）第２条第１項の規定に基づき、兵庫県後期高齢者医療広域連合の財政状

況を次のとおり公表する。

　　令和７年５月３０日

　　　兵庫県後期高齢者医療広域連合の財政状況

１　歳入歳出予算の執行の概況（令和７年３月３１日現在）

　　一般会計

歳　入 (単位：千円)

歳　出 (単位：千円)

※出納整理期間である令和７年５月３１日までは現金の受払いがあるため、令和６

  年度決算額は今回の数値と異なる場合があります。

兵庫県後期高齢者医療広域連合長　　酒井　隆明

区　　分
（款）

予　算　現　額
収入済額

収入率
（％）当初予算額 補正予算額 計

分担金及び負担金 2,245,980 △ 286,744 1,959,236 1,959,236 100.0

国庫支出金 28,676 113,751 142,427 229,111 160.9

繰　入　金 34,699 0 34,699 34,699 100.0

繰　越　金 168,393 334,956 503,349 503,349 100.0

諸　収　入 3 0 3 963 32,100.0

合　　　計 2,477,751 161,963 2,639,714 2,727,358 103.3

区 　分
（款）

予　算　現　額
支出済額

執行率
（％）当初予算額 補正予算額 流･充用額 計

1,470,449 55.8

議　会　費 1,270 0 0 1,270 771

0 0 3,000 0

60.7

総　務　費 2,473,481 161,963 0 2,635,444

0.0

合　　　計 2,477,751 161,963 0 2,639,714 1,471,220 55.7

予　備　費 3,000



　　後期高齢者医療特別会計

歳　入 (単位：千円)

歳　出 (単位：千円)

※出納整理期間である令和７年５月３１日までは現金の受払いがあるため、令和６

  年度決算額は今回の数値と異なる場合があります。

91.7支払基金拠出金 575,381 7,049 0 582,430 533,894

区　　分
（款）

予　算　現　額
収入済額

収入率
（％）当初予算額 補正予算額 計

市町支出金 166,449,026 140,117 166,589,143 149,566,258 89.8

国庫支出金 278,489,114 0 278,489,114 272,000,992 97.7

県 支 出 金 74,608,449 0 74,608,449 73,805,917 98.9

支払基金交付金 346,181,838 0 346,181,838 315,639,120 91.2

特別高額医療費
597,352 0 597,352 632,131 105.8

共同事業交付金

繰　入　金 9,747,081 0 9,747,081 9,747,080 100.0

繰　越　金 403,886 20,223,869 20,627,755 20,627,756 100.0

県財政安定化
1 0 1 0 0.0

基金借入金

諸　収　入 855,741 249,385 1,105,126 1,037,900 93.9

合　　　計 877,332,488 20,613,371 897,945,859 843,057,154 93.9

区 　分
（款）

予　算　現　額
支出済額

執行率
（％）当初予算額 補正予算額 流･充用額 計

612,591 78.6
共同事業拠出金

保険給付費 872,784,083 0 0 872,784,083 792,551,896

54,297 0 3,041,494 110,878

90.8

特別高額医療費
778,929 0 0 778,929

3.6

公　債　費 1 0 0 1 0 0.0

保健事業費 2,987,197

諸 支 出 金 196,897 20,552,025 0 20,748,922 12,239,554

897,945,859 806,048,813

59.0

予　備　費 10,000 0 0 10,000 0 0.0

89.8合　　　計 877,332,488 20,613,371 0



２　構成市町の負担金の状況（令和７年３月３１日現在）

一般会計（共通経費負担金）

市　町　名 負担金額(円) 市　町　名 負担金額(円)

神 戸 市 490,690,214 養 父 市 13,120,959

姫 路 市 170,145,261 丹 波 市 26,760,114

尼 崎 市 151,057,612 南 あ わ じ 市 20,840,873

明 石 市 99,552,569 朝 来 市 15,037,645

西 宮 市 149,196,358 淡 路 市 20,664,416

洲 本 市 19,966,171 宍 粟 市 17,180,099

芦 屋 市 36,334,605 加 東 市 17,097,214

伊 丹 市 67,162,796 た つ の 市 29,316,128

相 生 市 15,201,364 猪 名 川 町 14,423,560

豊 岡 市 32,032,919 多 可 町 12,083,903

加 古 川 市 86,979,210 稲 美 町 15,118,779

赤 穂 市 20,622,402 播 磨 町 15,732,622

西 脇 市 18,640,803 市 川 町 8,847,697

宝 塚 市 79,839,207 福 崎 町 10,877,902

三 木 市 31,566,275 神 河 町 8,727,331

高 砂 市 33,209,171 太 子 町 15,234,681

川 西 市 59,319,670 上 郡 町 10,137,203

小 野 市 19,982,076 佐 用 町 10,890,057

三 田 市 36,207,121 香 美 町 11,072,052

加 西 市 19,516,798 新 温 泉 町 9,926,091

丹 波 篠 山 市 18,924,072

合　　　計 1,959,236,000



　　特別会計（保険料負担金）

市　町　名 負担金額(円) 市　町　名 負担金額(円)

神 戸 市 23,373,463,682 養 父 市 338,487,352

姫 路 市 7,202,076,103 丹 波 市 906,927,421

尼 崎 市 6,044,818,361 南 あ わ じ 市 667,432,950

明 石 市 4,262,908,802 朝 来 市 421,875,225

西 宮 市 7,613,434,698 淡 路 市 686,632,826

洲 本 市 673,960,938 宍 粟 市 506,040,490

芦 屋 市 2,393,113,191 加 東 市 502,993,196

伊 丹 市 3,002,150,619 た つ の 市 1,142,579,422

相 生 市 485,235,134 猪 名 川 町 548,642,041

豊 岡 市 1,105,399,963 多 可 町 295,600,108

加 古 川 市 3,721,090,506 稲 美 町 501,171,205

赤 穂 市 718,139,435 播 磨 町 474,767,767

西 脇 市 529,042,595 市 川 町 180,685,899

宝 塚 市 4,509,806,551 福 崎 町 270,965,944

三 木 市 1,389,289,004 神 河 町 161,953,146

高 砂 市 1,289,308,148 太 子 町 484,966,025

川 西 市 3,306,009,583 上 郡 町 259,527,193

小 野 市 635,433,492 佐 用 町 250,697,230

三 田 市 1,547,541,250 香 美 町 266,425,719

加 西 市 674,612,769 新 温 泉 町 190,225,786

丹 波 篠 山 市 604,182,221

合　　　計 84,139,613,990



　　特別会計（保険基盤安定負担金）

市　町　名 負担金額(円) 市　町　名 負担金額(円)

神 戸 市 4,735,361,925 養 父 市 109,006,916

姫 路 市 1,665,335,261 丹 波 市 265,260,365

尼 崎 市 1,535,611,030 南 あ わ じ 市 203,651,614

明 石 市 922,717,632 朝 来 市 123,499,580

西 宮 市 1,237,898,283 淡 路 市 219,504,073

洲 本 市 200,852,800 宍 粟 市 148,859,340

芦 屋 市 277,399,381 加 東 市 121,153,505

伊 丹 市 561,027,539 た つ の 市 260,292,128

相 生 市 133,185,845 猪 名 川 町 84,214,895

豊 岡 市 326,352,428 多 可 町 91,133,376

加 古 川 市 796,100,485 稲 美 町 105,508,599

赤 穂 市 179,474,106 播 磨 町 109,003,354

西 脇 市 183,602,347 市 川 町 48,101,652

宝 塚 市 663,989,433 福 崎 町 60,944,183

三 木 市 290,334,751 神 河 町 46,727,283

高 砂 市 286,139,650 太 子 町 92,776,004

川 西 市 507,266,336 上 郡 町 64,113,885

小 野 市 168,523,118 佐 用 町 80,487,110

三 田 市 255,595,167 香 美 町 75,621,434

加 西 市 173,726,570 新 温 泉 町 70,456,154

丹 波 篠 山 市 164,136,044

合　　　計 17,644,945,581



　　特別会計（療養給付費負担金）

  なお、市町負担金の合計金額は、令和７年３月３１日現在での調定額で計上している

ため、令和６年度決算額は今回の数値と異なる場合があります。

市　町　名 負担金額(円) 市　町　名 負担金額(円)

神 戸 市 18,938,989,644 養 父 市 366,818,965

姫 路 市 5,812,151,636 丹 波 市 984,046,223

尼 崎 市 5,862,469,103 南 あ わ じ 市 752,818,766

明 石 市 3,468,432,186 朝 来 市 427,835,236

西 宮 市 5,391,690,528 淡 路 市 831,619,791

洲 本 市 713,553,326 宍 粟 市 505,213,935

芦 屋 市 1,180,861,136 加 東 市 541,117,354

伊 丹 市 2,367,525,342 た つ の 市 942,047,315

相 生 市 482,677,538 猪 名 川 町 381,703,722

豊 岡 市 976,355,229 多 可 町 316,021,294

加 古 川 市 2,930,058,255 稲 美 町 454,701,712

赤 穂 市 702,389,050 播 磨 町 406,270,494

西 脇 市 638,097,317 市 川 町 179,026,478

宝 塚 市 2,850,527,923 福 崎 町 220,844,284

三 木 市 1,128,979,293 神 河 町 172,629,952

高 砂 市 1,038,061,426 太 子 町 406,499,155

川 西 市 2,370,742,329 上 郡 町 254,315,716

小 野 市 584,601,822 佐 用 町 255,309,342

三 田 市 1,164,731,943 香 美 町 270,331,109

加 西 市 639,295,159 新 温 泉 町 224,459,716

丹 波 篠 山 市 598,714,082

合　　　計 68,734,534,826



３　財産及び一時借入金の現在高（令和７年３月３１日現在）

財産の現在高

　４　基　金

　　一時借入金の現在高

　　　令和７年３月３１日現在で一時借入金はありません。

４　財政の動向及び広域連合長の財政方針

区　　分 現在高(円) 備　　考

　１　公有財産 0

　２　物品（重要物品） 65,839,704

　３　債　権 0

18,621,084,731 後期高齢者医療給付費準備基金

　令和６年度の財政状況のうち、医療給付等に必要な財源につきましては、被保険者から

の保険料、現役世代からの支援金及び公費を適切に確保して適正な財政運営を行ってお

り、概ね予算どおりの執行となっています。

　保健事業につきましては、令和６年度からの第３期データヘルス計画に基づき、健康診

査受診率の向上や歯科健診の受診者数増加及び高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実

施事業（以下「一体的実施事業」という。）の推進等に取組み、今後も保険者のＱＯＬ

（生活の質）の維持・確保及び医療費の適正化に努めてまいります。

　次期保険料率改定では、高齢化の進展に伴う現役世代の負担上昇を軽減するために後期

高齢者負担率の引き上げが予定されているほか、出産育児一時金に係る支援に加えて子ど

も子育て支援金制度が導入されることに伴い、保険料率の上昇が見込まれています。医療

給付費等を正確に推計するとともに、給付費準備基金の活用等、保険料以外の財源を確保

し、適正な保険料率の設定に努めます。

　なお、令和７年度におきましても、医療給付費の財源を適切に確保し、また、レセプト

や療養費支給申請書の点検等を通して医療費の適正化に努めるとともに、保険料の収納や

保健事業の推進にあたっては市町や各種関係機関との連携を強化し、被保険者が安心して

医療を受けられるよう安定的な制度運営に努めてまいります。

　また、令和６年１２月２日に従来の被保険者証の交付が廃止され、資格確認書の交付が

はじまりました。マイナンバーカードの保険証利用と合わせ、被保険者が引き続き安心し

て医療を受けられるよう、適切に対応してまいります。


